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５　　個　　人　　事　　業　　税（平成23年度）

(1) 業　　　　種　　　　別

所　　　　　　　得　　　　　　　金　　　　　　　額

業 種 課 税 人 員 所 得 金 額 事 業 主 控 除 額 差引課税所得金額
① ② ①－②

人 千円 千円 千円

総 計    160 655  1 442 204 702   439 755 088  1 002 449 614

第 一 種 事 業    124 013  1 040 147 798   336 453 654   703 694 144

物 品 販 売 業    10 774   59 500 785   27 285 127   32 215 658

不 動 産 貸 付 業    73 713   782 118 725   206 455 394   575 663 331

製 造 業    2 867   14 925 271   7 331 525   7 593 746

運 送 ・ 運 送 取 扱 業    10 095   42 080 727   25 527 308   16 553 419

駐 車 場 業    2 885   17 014 541   7 689 610   9 324 931

請 負 業    14 928   74 862 538   38 195 718   36 666 820

印 刷 ・ 出 版 業     315   1 617 097    787 810    829 287

料 理 店 ・ 飲 食 店 業    5 293   24 762 846   14 531 284   10 231 562

周 旋 業     407   2 779 069   1 153 063   1 626 006

代 理 業     574   3 972 257   1 627 972   2 344 285

遊 技 場 業     134   1 717 775    344 448   1 373 327

そ の 他 の 事 業    2 028   14 796 167   5 524 395   9 271 772

第 二 種 事 業     16   2 248 901    17 091   2 231 810

畜 産 業     8   2 189 207    11 210   2 177 997

水 産 業     8    59 694    5 881    53 813

第 三 種 事 業    36 626   399 808 003   103 284 343   296 523 660

医 業 等    4 914   43 940 623   14 063 254   29 877 369

法 務 業 等    18 507   281 618 656   52 884 329   228 734 327

環 境 衛 生 業    3 751   17 122 295   10 020 838   7 101 457

そ の 他 の 事 業    8 337   51 701 012   23 589 293   28 111 719

あ ん 摩 業 等    1 117   5 425 417   2 726 629   2 698 788

（備考）1　「所得金額」とは事業主控除前の年所得金額をいう。

        2  「所得金額」、「課税人員」は、過年度相当分及び分割支店分を含まない。

　　　　3  旧非課税事業の経過措置に基づく控除額を含む。

　　　　4  第三種事業における「医業等」とは医業、歯科医業、薬剤師業、「法務業等」とは弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認

　　　　　 会計士業、計理士業、社会保険労務士業、不動産鑑定業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、「環境衛生業」とは理容業、美容業、クリーニング業、

　　　　 　公衆浴場業、歯科衛生士業、歯科技工士業、「あん摩業等」とはあん摩等の事業、装蹄師業を各々さす。


